
関係各位 

 

「誓約書」へのご署名について（お願い） 

 

独立行政法人国際協力機構 

調達・派遣業務部長 

 

拝啓 平素より当機構の事業につきまして多大なるご支援、ご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。 

今般の当機構の用務に係る渡航に際し、公用旅券の取扱いについては、下記の点

に十分ご留意いただくと共に別紙「誓約書」へのご署名についてご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

 公用旅券は、国の用務のために海外に渡航する人に対し外務省から特別に発

給される旅券で、世界に通用する「身分証明書」です。所有権は国にあり用務終

了後は速やかに国に返納する義務があります。皆様には所持人として公用旅券

を適正に管理する責任があり、当機構は公用旅券発給依頼者として公用旅券を

所持する関係者に対し適正に管理・指導する責任を負います。 

旅券に関する適正管理義務を果たしていない事態が発生した場合を「旅券事

故」といいます。公用旅券に関する不適正な事案として、１紛失・盗難、２汚損・

毀損、３記載事項変更への未対応、４二重携行等が該当します。 

日本の旅券（公用、一般を問わず）は、その信用度が高く、ビザなしで渡航で

きる国が多いことから、不法出入国や犯罪で使われる可能性が高い為、当機構は

公用旅券の適正管理の徹底と再発防止の強化に継続的に取り組まなければなり

ません。 

関係者の皆様には何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。 

 

以上 


